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第７章 環境負荷の少ない循環型社会の構築

第１節 大気環境の保全

１ 現状と課題

大気汚染の発生源は、工場等の固定発生源については京都市を中心とした南部地域に集中して立地

しており、とりわけ京都市には府内の大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設の約53％が集中してい

ます。また、南部地域以外の固定発生源は、福知山市、舞鶴市、亀岡市といった北・中部地域の市域

に集中して立地しています。

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設数は、19年３月末現在で4,438施設、揮発性有機化合物排

出施設は87施設、一般粉じん発生施設数は547施設、特定粉じん（ ）発生施設はありまアスベスト＊アスベスト＊アスベスト＊アスベスト＊

せん。

府環境を守り育てる条例に基づくばい煙に係る特定施設数は、19年３月末現在で7,854施設、一般

粉じんに係る特定施設数は413施設となっています。また、同条例に基づく特定工場のうち、ばい煙

又は粉じんに係る施設を設置している工場は19年３月末現在で35工場となっており、ばい煙に係る施

設数は合計815施設、粉じんに係る施設数は合計８施設となっています。

、 、 。移動発生源の主なものは自動車であり 自動車の保有台数は 近年ではほぼ横ばい傾向にあります

浮遊粒子状物質＊、二酸化硫黄＊ 一酸化炭浮遊粒子状物質＊、二酸化硫黄＊ 一酸化炭浮遊粒子状物質＊、二酸化硫黄＊ 一酸化炭浮遊粒子状物質＊、二酸化硫黄＊ 一酸化炭18年度の大気環境の状況については、二酸化窒素、 及び

素＊ 環境基準＊ 光化学オキシダント素＊ 環境基準＊ 光化学オキシダント素＊ 環境基準＊ 光化学オキシダント素＊ 環境基準＊ 光化学オキシダントはすべての測定局で長期的評価による を達成しています。また、

はすべての測定局で環境基準が非達成の状況です。＊＊＊＊

発生源対策として、移動発生源である自動車については、 等の普及促進、最新規制適合低公害車＊低公害車＊低公害車＊低公害車＊

車への転換の促進、ディーゼル車からガソリン車・ＬＰＧ車への転換、固定発生源の工場・事業場に

ついては、法令等に基づく規制や事業所に対する指導の徹底・強化、有害化学物質に関する事業者の

自主的な排出抑制対策への支援、調査研究、大気汚染物質の処理施設の設置促進などに取り組むとと

もに、アスベスト除去工事に対する指導の徹底・強化に取り組むことが必要です。

なお、18年度の大気汚染常時監視測定結果を項目別に見ると、以下のとおりです。

①二酸化窒素

については、工場等の固定発生源に対する数回にわたる規制の強化や移動発生源窒素酸化物＊窒素酸化物＊窒素酸化物＊窒素酸化物＊

である自動車に対する車種別年次規制が行われてきていますが、地域によっては自動車交通量の

増加などにより、ほぼ横ばいの状況が続いています。

二酸化窒素について、環境基準（１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内

又はそれ以下）の達成状況を見ると、昭和56、57、平成15、16及び17年度に続き６度目となる全

局環境基準達成となっています。旧平均値の年間98％値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内の

測定局は12局（17年度10局 、0.04ppm未満の測定局は22局（17年度28局）でした。）

測定局別濃度を年平均値で見ると、自排大宮局が最も高く、次いで国道171号局が高い値を示

しました。

②浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質について、長期的評価で見ると、全局で環境基準達成となっています。

また、短期的評価による環境基準(１時間値0.20mg/m 以下)の達成状況については、全局で環3

境基準を達成していません。

測定局別濃度を年平均値で見ると、国道171号局（自排）が最も高く、次いで自排大宮局が高

い値を示しました。



- 96 -

③光化学オキシダント

光化学オキシダントについては、気象条件に左右されるという要因があるため、年により高濃

度の発現頻度に増減がありますが、18年度は光化学スモッグ注意報の発令回数は８回（７日）で

した（17年度は10回（７日 。））

１時間値が0.12ppm以上の日数は15局延べ69日 17年度は19局延べ93日 であり 環境基準 ６（ ） 、 （

時から20時の昼間時間帯の１時間値が0.06ppm以下）は、26局全局で達成しませんでした。これ

らの局の環境基準超過時間数は128時間（2.4％）から595時間（11.0％）の範囲でした。

図３－８ 二酸化窒素の年平均値の経年変化

図３－９ 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化
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(注)　平成18年度から自排局の位置が変更となっています。（長岡京局廃止、国道24号局新設。）
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図３－10 光化学スモッグ注意報発令状況

④二酸化硫黄

二酸化硫黄については、工場等の固定発生源に対する規制強化等により、低硫黄燃料の使用や

脱硫装置の設置が進められてきたこと、また、京都市ほか府南部６市２町に総量規制が導入され

たことなどにより環境濃度は改善されてきています。

長期的評価による環境基準の達成状況を見ると、16局全局（17年度は23局全局）で環境基準を

。 （ ） （達成しました 短期的評価による環境基準 １時間値0.1ppm以下 の達成状況についても全局

17年度は23局中22局）で環境基準を達成しました。

⑤一酸化炭素

一酸化炭素については、自動車排出ガス規制が41年度から実施され、その後も逐次強化された

ため、自動車保有台数の著しい増加にも関わらず、年平均値は低い値で推移し、現行の基準とな

った48年度以降、全測定局で環境基準を達成しています。

⑥有害大気汚染物質

８年10月の中央環境審議会答申において、有害大気汚染物質のうち大気汚染による人の健康に

係る被害が生ずるおそれの程度（健康リスク）がある程度高いと考えられるものとして「優先取

ダイダイダイダイ組物質」22物質が選定され、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく対策が実施されている

（第３部第７章第５節参照）を除く21物質のうち、府では９年度にベンゼン、トリオキシン類＊オキシン類＊オキシン類＊オキシン類＊

クロロエチレン、テトラクロロエチレン等の測定を開始し、10年度には水銀、ベンゾ［ａ］ピレ

ンを、11年度には酸化エチレンを追加し、現在、測定方法が確立している19物質について測定を

実施しています。

環境基準が設定されている４物質のうち、ベンゼンについては全９地点で、トリクロロエチレ

、 、 。ン テトラクロロエチレン及びジクロロメタンについては全４地点で 環境基準を達成しました
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図３－11 二酸化硫黄の年平均値の経年変化

図３－12 一酸化炭素の年平均値の経年変化

（単位：μｇ/ｍ ）表３－25 有害大気汚染物質の測定結果（18年度）
３
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測定物質名 区分 測定局 最小値 最大値 平均値 環境基準
京都市役所 0.51 2.5 1.2
久御山 0.44 3.0 1.5
福知山 0.060 2.1 1.2

固定発生源周辺 羽束師ポンプ場 0.47 3.2 1.4
自排局大宮 1.6 3.6 2.4
自排局山科 0.69 2.9 1.7
国道24号 0.99 3.5 2.1
国道１号 0.94 3.5 1.9
国道171号 0.87 2.7 1.7
京都市役所 0.10 2.0 0.52
久御山 0.19 5.1 1.7
福知山 0.012 0.30 0.14

固定発生源周辺 羽束師ポンプ場 0.18 4.2 1.3
京都市役所 0.13 3.3 1.0
久御山 0.11 2.1 0.57
福知山 0.005 0.14 0.071

固定発生源周辺 羽束師ポンプ場 1.4 18 6.4
京都市役所 0.51 4.0 1.7
久御山 0.73 8.1 3.1
福知山 0.54 6.4 2.1

固定発生源周辺 羽束師ポンプ場 0.72 6.2 2.9

テトラクロロエチレン
一般環境

年平均値が200以下

ジクロロメタン
一般環境

年平均値が150以下

一般環境

年平均値が３以下

沿　道

トリクロロエチレン
一般環境

年平均値が200以下

ベンゼン
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表３－26 18年度大気汚染の長期的評価による環境基準達成状況等

２ 自動車交通公害対策の推進

大気汚染や騒音など自動車が原因となる環境問題（自動車交通 ）に対応するためには、自動公害＊公害＊公害＊公害＊

車単体への規制や税制上の措置、低公害車等の普及促進、交通流・交通量対策、普及啓発活動など様

々な施策を総合的に進めていくことが必要です。

①自動車単体対策の強化

排出ガスについては、現在、ガソリン・ＬＰＧ自動車については一酸化炭素、炭化水素、窒素

、 、酸化物が ディーゼル自動車についてはこれら３物質に加え粒子状物質が規制対象となっており

順次規制強化が図られています。これまで、新短期規制（ガソリン車 12～14年 ディーゼル車

14～16年）として大幅な規制強化を、新長期規制として17年にも強化されたところですが、さ

らにポスト新長期規制として21年から規制強化されることとなっています。ポスト新長期規制は

ディーゼル車に対し、ガソリン車と同じレベルの規制（新長期規制値から窒素酸化物約45％、粒

浮 遊 粒 子 状光 化 学
物 質オキシダント

市 役 所 ○ ○ × ○
壬 生 ○ ○ × ○

南 ○ ○ × ○
伏 見 ○ ○ × ○
山 科 ○ ○ × ○
左 京 ○ ○ × ○
西 京 ○ ○ × ○
久 我 ○ ○ × ○

北 ○ ×
醍 醐 ○ ○ × ○
自 排 南 － － －
自 排 大 宮 ○ ○ ○
自 排 山 科 ○ ○ ○
自 排 上 京 ○ ○ ○
自 排 西 ノ 京 ○ ○ ○
自 排 桂 ○ ○ ○ ○

向 日 市向 陽 ○ ○ × ○
大 山 崎 町大 山 崎 ○ ○ ×

宇 治 ○ ○ ×
東 宇 治 ○ ○ ×

城 陽 市城 陽 ○ ○ ×
久 御 山 町久 御 山 ○ ○ × ○

八 幡 ○ ○ ×
国 設 京 都 八 幡 ○ ○ ×

京 田 辺 市田 辺 ○ ○ ×
木 津 川 市木 津 ○ ○ × ○
精 華 町精 華 ○ ○ ×
亀 岡 市亀 岡 ○ ○ × ○
福 知 山 市福 知 山 ○ ○ × ○
舞 鶴 市東 舞 鶴 ○ ○ × ○
綾 部 市綾 部 ○ ○ ×
宮 津 市宮 津 ○ ○ ×
大 山 崎 町国道171号(自排) ○ ○ ○
宇 治 市国道24号(自排) ○ ○
八 幡 市国道１号(自排) ○ ○

（注）１

　　　　　

２

３

４

５

一酸化炭素

　二酸化窒素、浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び一酸化炭素については、長期的評価による環境
基準達成を○、非達成を●で示しています。

  光化学オキシダントについては、長期的評価の方法が示されていないため、昼間時間帯（６～
20時）の１時間値が環境基準を達成していないものを×で示しています。

　有効測定局（年間の測定時間が6,000時間以上の測定局）について、評価を行いました。

市　町 測　定　局 二酸化窒素 二酸化硫黄

宇 治 市

京 都 市

　京都市内の測定局については、京都市が測定したものです。

　京都市の自排南局については、測定局舎工事のため有効測定局ではなく、欠測（－）としてい
ます。

八 幡 市
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子状物質約60％削減）を実施するものであり、また、一部のガソリン車について粒子状物質の規

制を導入することとなっています。

また税制の上からも、一定年限を過ぎた自動車に対する自動車税の重課により、最新規制適合

車への早期代替の推進を図っています。

②低公害車等の普及促進

(1) 低公害車の率先導入

、 、「 」府では 環境への負荷がより少ない自動車の普及促進を図るため 府庁グリーン調達方針

において、ハイブリッド車、天然ガス車、電気自動車や、低燃費車（改正省エネ法燃費基準達

成車等）かつ低排出ガス車（国土交通省認定車等）を率先して公用車として導入することとし

ています。

なお、府内における低公害車（低燃費かつ低排出ガス車を含む）は、18年度末現在で255,402

台（軽自動車、自動二輪を除く）であり、全車両の約３割を占めています。

(2) 排出ガス量の少ない自動車の指定等

府では、自動車の低公害化に向けた広域的な共同取組として 「京阪神七府県市自動車排出、

ガス対策協議会（京阪神の７府県市が共同で設立 」において、国の規制値を下回る自動車を）

ＬＥＶ－７（京阪神七府県市指定低排出ガス車）として指定し、協議会のホームページ（URL

http://www.lev-7.jp）やパンフレット、ステッカー等で普及促進を図るなど自動車排出ガス

対策を進めています。

(3) 自動車取得税及び自動車税のグリーン化

府では、税制上の優遇措置としてハイブリッド、天然ガス、電気及びメタノール自動車や、

一定の条件を備えた低燃費かつ低排出ガス車に対し自動車取得税及び自動車税の軽減を図って

います。

(4) 啓発活動の実施

京都環境フェスティバルにおいて、低公害車の展示・試乗コーナーを設け、府民の皆さんに

環境にやさしく実用的な低公害車を実感していただくほか、各種行事などの機会をとらえ、パ

ンフレットや啓発グッズなどの配布を行っています。

(5) その他の取組

府では、14年度から本庁及び各広域振興局等に、クリーンエネルギー自動車（ＣＥＶ）優先

駐車スペースを設置しています。

また 「環境に優しい物流を考える会」では天然ガス自動車の普及促進に向けて天然ガスス、

タンドの設置を進めており、19年12月現在で府内に８ヶ所設置されています。

さらにディーゼル自動車排出ガス対策として、12年度から近畿運輸局京都運輸支局、府警察

本部、関係市町及び関係機関と連携してディーゼル車黒煙街頭検査を実施してきました。今後

、 。も 各種協議会等において広域的かつ関係機関と連携協力した効果的な取組の推進を図ります

【各種協議会等】

・京阪神七府県市自動車排出ガス対策協議会：ＬＥＶ－７の指定制度による低公害な自動車

の普及啓発の推進

・近畿低公害車導入促進協議会： 低公害車開発普及アクションプラン」の推進に係る普及「

啓発の推進

・近畿クリーンエネルギー自動車普及促進協議会（ＣＥＶかんさい ：クリーンエネルギー）

自動車の普及促進

・近畿エコ・トラック推進協議会：低公害トラックの導入促進や共同輸配送システムの検討

・環境に優しい物流を考える会：京都地域公害防止計画（第３部第８章第５節参照）の策定
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地域における環境負荷の少ない物流対策の推進

③アイドリング・ストップ等の普及・啓発

府では、各種イベントにおける啓発資材の配布、府の広報紙「府民だより」等を活用した啓発

活動、 等の率先実行、府庁舎駐車場での啓発看板の設置などの取組をアイドリング・ストップ＊アイドリング・ストップ＊アイドリング・ストップ＊アイドリング・ストップ＊

行ってきましたが、18年４月に施行した府地球温暖化対策条例において、自動車の不必要なアイ

ドリングの原則禁止を規定しました。

また、運輸・交通部門における環境負荷低減に向けて、事業者自らが低公害車による配送やア

イドリング・ストップの実践など自主的な取組を行うことを宣言する「環境にやさしい配送宣

言 「エコドライブ宣言」制度を実施しており、20年２月現在で「環境にやさしい配送宣言」で」、

137事業所 「エコドライブ宣言」で231事業所が宣言を行っています。、

今後も、府地球温暖化対策条例に基づき、自動車運転者の遵守に加え、事業者の従業員に対す

る遵守指導や、駐車場設置者の利用者に対する周知など、より実効的な対策を進めていくことと

しています。

④発生交通量の低減の推進

(1) 交通規制等

府公安委員会では、生活道路等について、大型車等の通行の禁止・制限を行うとともに、道

路環境等交通実態の変化に対応した交通規制の見直しを行うなどの対策を進めています。

また、府警察及び京都運輸支局では、一酸化炭素関係整備不良車両及び過積載車両の指導取

締りを実施しています。

（19年12月末現在）表３－27 交通規制等の実施状況

（19年12月末現在）表３－28 過積載車両の取締り状況

規制種別等 路線区間数 延長距離（㎞）等

バ ス 等 専 用 通 行 帯 37　　 91.7　　

駐 （ 停 ） 車 禁 止 6,186　　 3,499.6　　

最 高 速 度 2,596　　 3,663.7　  

歩 行 者 用 道 路 507　　   116.7　　

大 型 車 両 通 行 禁 止 623　　   417.3　　

一 方 通 行 1,827　　 1,007.8　　

高 速 走 行 抑 止 シ ス テ ム 　８　　　　　　　　　－

貨　　　物 政令特定大型車（特貨）

過 積 載 10 割 以 上 　 　 45 46

過 積 載 10 割 未 満 　 　 120 120

過 積 載 ５ 割 未 満 　 　 88 88

大 型 10 割 以 上 ４ ９ 27 　 40

大 型 10 割 未 満 34 26 55 　 115

大 型 ５ 割 未 満 10 16 43 　 69

合　　計 48 51 125 253 477

※　平成19年６月の道路交通法一部改正により、政令特定大型車（特貨）は大型貨物、大型貨物
  は中型貨物に分類変更されたため、政令特定大型車（特貨）は改正前のデータ、大型及び中型
  貨物は改正後のデータである。

普 通 貨 物 合計(単位：件)
大　　型　　車

中 型 貨 物
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(2) 交通体系の見直し

自動車台数は年々増加を続けていますが、より環境負荷の少ない大量公共輸送機関や自転車

等への転換を進めることも重要な課題です。府では、自転車道等の整備に努めるとともに、府

域全域にわたる鉄道網の整備に積極的に取り組んでいます。

府域の鉄道網は、東海道新幹線の国土軸、ＪＲ東海道本線、阪急京都線、京阪本線等京阪神

都市軸、ＪＲ山陰本線・舞鶴線・奈良線・北近畿タンゴ鉄道宮福線等の京都縦貫軸で結ばれて

います。

ＪＲ線については、従来、全国と比べ整備が立ち後れていたため、高速性、快適性、利便性

を高めるとともに、環境に優しい公共交通の利用を促進するため、電化、高速化、複線化等の

整備を進めてきました。

13年３月にＪＲ奈良線の高速化・複線化が開業したほか、14年３月にＪＲ片町線の高速化・

輸送力増強が開業、15年３月にはＪＲ小浜線の電化が開業しました。

さらに、現在はＪＲ山陰本線の京都～園部間の複線化事業に着手しており、22年春の完成に

向けて事業の進捗が図られているところです。

(3) 交通需要マネジメント（ＴＤＭ）施策の実施

府では、人やものの動きに着目し、便利で快適な移動環境づくりを進めるとともに、地球温

暖化やまちづくり、くらしの視点から都市圏における交通問題を改善するために、17年３月に

「 （ ） 」 。京都都市圏を対象とした 府交通需要マネジメント ＴＤＭ 施策基本計画 を策定しました

17年度からは、この計画に基づいて、過度に自動車を利用する「クルマ中心」のライフスタ

イルから、環境的に持続可能な交通体系への転換を目指す「かしこいクルマの使い方を考える

プロジェクト・京都」を実施しています。

地域や学校、企業等を対象に、公共交通を利用する方が環境や安全、各個人の健康等に良い

影響をもたらすことや、公共交通の情報を効果的に提供することにより、交通行動がマイカー

から公共交通利用へと自発的に転換することを促すコミュニケーションを中心とした施策（＝

モビリティ・マネジメント）に取り組んでいます。

⑤交通流対策の推進

(1) 府内の交通の現況

府域の道路は、北部地域は近畿自動車道敦賀線や国道27号などにより、中丹地域内陸部は国

道９号、173号、175号などにより、中部地域は国道372号などにより、それぞれ北陸・山陰・

阪神地方と結ばれています。

南部地域では、国道１号、171号、名神高速道路といった交通量の多い主要道路が京都市を

横断して中部・北陸・山陽・山陰・阪神地方とつながっており、更に国道８号などにより北陸

地方と、京奈和自動車道、国道24号により奈良・和歌山地方と結ばれています。また、山城中

部、相楽地域では、京滋バイパス、国道163号などにより、大阪から滋賀県・三重県を結んで

います。このほか、府域を南北に結ぶ京都縦貫自動車道が現在、京都丹波道路と綾部宮津道路

で供用されています。

道路の整備に合わせて、自動車交通量も全国平均よりは少ないものの年々増加傾向にあり、

平均交通量は６年と11年を比較すると4.6％増えています。特に観光都市である京都市地域や

、 。 、幹線道路が走る南部地域での交通量は相対的に大きく 慢性的な渋滞が発生しています また

府内の自動車保有台数は133.9万台（13年）で、府民１人当たり0.53台を保有していることに

なり、８年と13年を比較すると8.5％増加しています。

(2) 交通管制等

、 、 、府公安委員会では 交通の安全と円滑化を図るとともに 自動車交通公害を減少させるため

信号機の系統化や交通情報板、小型文字情報板、ラジオ放送、路側通信システム等の交通情報
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提供システムの充実を図っています。

９年11月からは、新交通管理システムとして、光ビーコンによりカーナビゲーションシステ

ムを通じて交通情報を提供する「道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ 」を運用しており、）

更にきめ細かいサービスを目指していくこととしています。

なお、13年４月に京都市内の6.5km区間でＰＴＰＳ（公共車両優先システム）の運用を開始

した結果、一定の効果が見られたことから、14年４月には区間を5.0km延伸させるとともに、

運用に併せて駐車対策等の施策を実施しています。

また、視認性に優れ、消費電力が少なく、二酸化炭素の大幅な排出削減効果がある信号灯器

のＬＥＤ（発光ダイオード）化を進めています。

３ 工場・事業場対策の推進

①大気汚染物質対策の推進

(1) 監視・測定

府及び京都市では、大気汚染の状況を把握するため、大気汚染防止法第22条の規定により合

計35の測定局を設置し、延べ242項目について環境測定を実施し、有害大気汚染物質の優先取

組物質21物質のうち測定方法が確立している19物質を合計９ヶ所で測定するとともに、アスベ

スト大気環境調査を実施しています。

また、府においては、大気汚染常時監視測定局におけるデータをリアルタイムで一元的に管

理する大気汚染常時監視テレメーターシステムを整備しており、ホームページによるデータの

公表を行っています。

(2) 工場等への規制

大気汚染防止法や府環境を守り育てる条例に基づくばい煙発生施設等の設置・変更及び特定

粉じん排出等作業に係る届出に基づき、各種規制の遵守状況の事前審査を行っています。

また、規制が遵守されるよう、使用燃原料の抜取検査を行うとともに、大規模なばい煙発生

工場や有害物質排出工場、特定粉じん排出等作業等へ重点的な立入検査や工場測定を実施し、

法及び条例に基づく監視・指導を行っています。

表３－29 工場等に対する指導・立入件数（18年度）

②緊急時対策の推進

「府光化学反応による大気汚染緊急時対策要綱」に基づき、光化学オキシダントによる高濃度

汚染が発生した場合には、注意報等を発令しています。

注意報等の発令時には、教育委員会、報道機関等を通じて、児童・生徒及び一般府民に外出等

の自粛を周知するとともに、工場等に対し、燃料や有機溶剤使用量等を平常時の20～40％程度削

減するよう要請（緊急警報発令時は40％以上削減命令）し、また、自動車についても運行の自粛

の呼びかけ（緊急警報時は道路交通法に基づく交通規制措置を要請）を行っています。

４ 悪臭防止対策の推進

府では、悪臭防止法に基づく規制地域として、18年度末現在で15市10町村で地域指定（京都市長が

指定する京都市域を含む ）されており、22の特定悪臭物質について規制基準を設定しています。規。

制地域内では、すべての工場・事業場に対して、規制基準遵守義務が課せられます。

京 都 市 508 50 6 197 255 0
府 内 376 115 14 74 173 2

計 884 165 20 271 428 2

府 ・ 市 の
区 分

立   入   検   査   実   施   件   数
文書指導件数重油等抜取

検査実施数
工 場 測 定
実 施 数

そ の 他
特定粉じん
排出等作業
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また、府環境を守り育てる条例では、特定施設を設置している事業場に届出義務を課しており、

18年度末現在で28事業所から48件の特定施設設置の届出がされています。

第２節 水環境の保全

１ 現状と課題

河川・海域の水質汚濁の状況を把握するため、47年度から公共用水域の水質測定計画を策定し、国

土交通省及び京都市と連携して、河川・海域等の水質測定を実施しています。

18年度は府内の61河川107地点、６海域19地点の合計126地点で水質測定を実施し、人の健康の保護

に関する項目については全地点で全項目の環境基準を達成しました。また、生活環境の保全に関する

項目については、河川では41水域のうち39水域で の環境基準を達ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）＊ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）＊ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）＊ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）＊

成、海域では７水域のうち１水域で の環境基準を達成、５水域のうちＣＯＤ（化学的酸素要求量）＊ＣＯＤ（化学的酸素要求量）＊ＣＯＤ（化学的酸素要求量）＊ＣＯＤ（化学的酸素要求量）＊

３水域で全窒素及び全リンの環境基準を達成しており、昨年度に比べて達成水域が若干増加していま

す。

河川・海域の水質汚濁の要因は、工場等の事業活動に伴う「産業排水」と家庭からの「生活排水」

に大別されます。

府域においてはＢＯＤ発生負荷量の約５割を生活排水が占め、中でも未処理の生活雑排水の影響が

大きいことから、府水洗化総合計画2005に基づき、下水道、 、農業集落排水等の生活排水処浄化槽＊浄化槽＊浄化槽＊浄化槽＊

理施設の整備を推進するとともに、処理の高度化及び施設の維持管理の徹底等の対策を一層推進する

必要があります。

また、産業排水対策として、法令等に基づく規制の徹底を図るほか、法令等の規制を受けない工場

・事業場に対しても負荷量削減を指導することとしています。

さらに、閉鎖性水域及び中小河川等の水質改善が進まない水域については、総合的な水質保全対策

を講じる必要があります。

図３－13 主要環境基準点（河川）のＢＯＤの年次推移
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図３－14 主要環境基準点（海域）のＣＯＤの年次推移

２ 生活排水対策の推進

①普及・啓発等の推進

生活排水（家庭から発生する排水）は、府域におけるＢＯＤの発生負荷量の約５割を占めてお

り、水環境を保全するためには、生活排水対策を強力に進めることが必要です。府では、水洗化

施設等の整備を進める一方、パネルやリーフレット等の資材を作成し、家庭や地域でできる生活

排水対策の普及啓発に努めています。

②生活排水対策重点地域の指定

生活排水は、し尿と、炊事・入浴等に伴い発生する生活雑排水に分けられます。し尿は、公共

下水道やし尿処理施設等で処理されますが、生活雑排水のうち処理されないまま河川等へ排水さ

れるものは、本府の公共用水域の汚濁負荷量の約３割を占めています。

府では、生活排水による汚濁が自然公園や利水などへの影響が大きい地域を「生活排水対策重

点地域」に指定し、地域における生活排水対策の総合的・計画的推進を図っています。
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府内では、３年４月に久美浜町（現京丹後市）を初めて指定し、以降、４年７月に宇治田原町

を、８年７月に網野町（現京丹後市）を、14年９月に綾部市をそれぞれ指定しています。

③「府水洗化総合計画2005」の推進

府域全体の水洗化普及率（水洗化施設による処理が可能な区域の居住人口／行政人口）は、18

年度末現在で92％（京都市を除けば84％）に達しています。

府では、水質保全効果や費用比較による経済性等を考慮して、地域の実情に応じた効率的かつ

適正な水洗化の方法を選定することを目的として 「府水洗化総合計画2005」を17年３月に策定、

しました。

本計画では、32年度に府域の水洗化を概ね完了させることとしており、その実現のため、17年

度からは、下水道、集落排水施設、浄化槽の各事業間で予算の融通などが可能な「汚水処理施設

整備交付金制度」を活用するなど、庁内関係課及び市町村との連携のもと、計画的に水洗化施設

の整備を促進しています。

表３－30 生活排水処理事業（京都市を含む）

表３－31 水洗化普及率の推移

表３－32 浄化槽設置基数の推移（各年度末現在）

事 業 主 体国庫補助事業所管省庁計画事業人口比率＊

流域下水道・流域関連公共下水道京都府・市町村国 土 交 通 省 33.1%

（ 単 独 ） 公 共 下 水 道市 町 村 〃 59.7%

（単独）特定環境保全公共下水道 〃 〃 2.4%

農 業 集 落 排 水 〃 農 林 水 産 省 2.2%

漁 業 集 落 排 水 〃 〃 0.1%

コ ミ ュ ニ テ ィ プ ラ ン ト 〃 環 境 省 0.0%

そ の 他 〃 総 務 省 他 0.0%

〃 環 境 省 2.5%

＊17年３月に策定した「府水洗化総合計画2005」で定めた各事業種別に係る計画人口比率

浄 化 槽

事　業　種　別

下水道

その他
集合処理

年

79% 81% 83% 85% 88% 89% 90% 91% 92%

66% 69% 71% 74% 76% 78% 79% 81% 84%

６位 ６位 ６位 ７位 ７位 ７位 ７位 ７位 ６位

＊各年３月31日現在（ただし、11年度は４月１日現在）

全 国 普 及 率

全 国 順 位

府 普 及 率

1411 12 13 1915 16 17 18

52,382 49,213 45,351 44,820 42,891 41,107 37,123 35,160 26,314 26,242

11,365 13,601 15,072 16,892 18,212 19,507 19,702 21,057 22,804 23,752

(2,739) (3,678) (4,605) (5,490) (6,293) (7,173) (8,344) (9,501) (10,434) (11,181)

63,747 62,814 60,423 61,712 61,103 60,614 56,825 56,217 49,118 49,994
 注

16

計

13
区分
単独処理
浄 化 槽

合併処理
浄 化 槽

（　）内は、「府浄化槽設置整備事業」及び「府生活排水処理対策費補助金」による助成を受けて設置
されたもの

年度
９ 10 11 12 1814 15 17
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３ 工場・事業場排水対策の推進

府では、水質汚濁防止法（以下「水濁法」という ）や府環境を守り育てる条例により、工場・事。

業場排水の濃度規制を行っているほか、瀬戸内海流域で１日の平均排水量が50 以上の場合は、ＣＯâ

Ｄ・窒素含有量・りん含有量に係る総量規制を実施しています。

なお、水濁法及び府環境を守り育てる条例に規定する特定施設を設置しようとするときは知事への

届出が必要であり、瀬戸内海流域で１日の最大排水量が50 以上の場合は、瀬戸内海環境保全特別措â

置法（以下「瀬戸内法」という ）に基づき知事の許可が必要となっております。。

（ ） 、19年３月現在の水濁法に基づく特定施設を設置する工場・事業場 特定事業場 数は5,044であり

うち排水規制を受ける工場・事業場（排水基準適用事業場）数は828です。また、瀬戸内法が適用さ

れる事業場数は166であり、府環境を守り育てる条例に基づく汚水に係る特定施設（いわゆる横出し

施設）を設置する工場・事業場は296です。

また、規制基準が遵守されるよう、計画的に事業場への立入調査を実施しています。18年度は延べ

254工場・事業場等に対して採水検査を実施しましたが、排水基準不適合が17件あり、不適合となっ

た工場・事業場に対し速やかに改善指導を行っています。

表３－33 工場等に対する指導・立入件数（18年度）

４ 農畜産排水対策の推進

①農業排水対策

府では、農地に由来する汚濁負荷量削減のため、農業者に対し 「京都府における環境にやさ、

しい農業推進のための技術指針 （７年策定 「京都府における環境にやさしい農業推進のため」 ）、

の技術指針NO.2 （12年策定）及び「京都府における持続性の高い農業生産方式の導入に関する」

指針 （12年策定）等の活用を通じて、農薬、肥料の適正使用の啓発やそれらの使用量の低減技」

術の普及促進により、環境にやさしい農業（環境保全型農業）を推進しています。

②畜産排水対策

畜産排水は 「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」と併せて一定、

規模以上の施設において「水濁法」や府環境を守り育てる条例でも規制されており、畜産

経営に起因する環境負荷の削減を図るため畜舎等からの排水について、府で開発した低コ

ストな汚水処理施設の設置を進めるとともに排水の適正な処理について指導を行っていま

す。

③水産被害対策

府内の漁場環境は、概ね良好に保たれていますが、赤潮、油濁等による水産被害や各種の開発

工事等による漁業に及ぼす影響が問題となっています。このため、水産被害の未然防止、水産資

源の保護などの観点から次の施策を進めています。

(1) 漁場環境の調査

漁場の環境調査、監視を行うとともに、漁業環境の異変の早期発見と迅速な連絡、対応によ

り水産被害の発生防止を図っています。

(単位：件)

立　入　検　査 排出基準不適合に

対 す る 行 政 措 置

京 都 市 内 47 1

京都市以外 207 16

計 254 17
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(2) 漁場油濁被害対策

原因不明者による漁場油濁事故が発生した場合に、漁場油濁被害救済基金から被害漁業者へ

の救済金の交付及び漁場の油濁防除・清掃に必要な経費の助成が受けられることとなっていま

す。

(3) 河川漁場環境保全の啓発

漁場環境保全と内水面漁業の振興に資することを目的として、漁業関係者、遊漁者、沿岸住

民等に対し漁場保全の必要性を啓発するために、特に環境改善の推進を図らなければならない

淀川水系を中心として、環境保全を考慮した遊漁者についての手引き書（冊子）を作成配布す

るなど、内水面の環境保全の啓発・普及を図っています。

(4) 異臭魚対策

淀川流域で発生している異臭魚（コイ）の季節的消長等を明らかにするため、漁協が行って

いる調査及び脱臭方法の検討について、調査指導等を行っています。

(5) 突発的魚類へい死対策

突発的な魚類のへい死事故が起こった場合、最寄りの保健所等を通じて、迅速な原因の究明

や防除等的確な対策を講じています。

５ ゴルフ場使用農薬による水質汚濁防止対策の推進

ゴルフ場において使用される農薬による水質汚濁が懸念されることから、府は元年４月に「府ゴル

フ場農薬安全使用指導要綱」を、３年９月に「府ゴルフ場農薬安全使用指針」を策定し、周辺環境保

全のため 「ゴルフ場外に農薬を流出させない」ことを基本理念として、府内各ゴルフ場に対し、農、

、 。薬の適正使用や下流への被害の未然防止 排水口における自主的な水質測定の実施を指導しています

また、ゴルフ場の農薬使用者に対して、講習会や認定試験により府農薬管理指導士として認定し、

適正な農薬の取り扱いに関して、資質や意識の向上に努めています。

、 、 「 」さらに ２年５月 国から ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針

が示されたことを契機として、各ゴルフ場排水口における水質調査を実施しています。

６ 水域別施策の推進

①閉鎖性水域の水質汚濁防止対策の推進

瀬戸内海における による被害を防止する観点から、19年６月に水濁法に基づき「第富栄養化＊富栄養化＊富栄養化＊富栄養化＊

６次総量削減計画」を策定、14年７月に瀬戸内法に基づき「瀬戸内海の環境の保全に関する京都

府計画」を改定しており、窒素及びりんの削減を図り、その方途として、下水道・し尿処理施設

の整備、下水道の高度処理の推進、排水処理施設の設置・管理の徹底、原料の転換、畜産排水対

策、広報・啓発活動等の総合的施策を推進しています。

②河川の水質汚濁防止対策の推進

河川は、水道用水、工業用水、農業用水として利用されているほか、漁業、観光、生態系の維

持等の面からも水質の保全が極めて重要です。しかし近年、生産活動の拡大や都市への極度の人

、 、 （ 、 、 ） 、口集中に伴い 河川環境が悪化したため 淀川水系 桂川 宇治川 木津川 と由良川において

水質汚濁防止連絡協議会が設置され、関係行政機関が協力し、広域的に水質保全対策を推進して

います。

また、河川のしゅんせつ、清掃等を積極的に進め、環境の保全を図っています。

７ 地下水の保全

①有害物質等の地下浸透防止対策の推進

有害物質を使用している府内の工場等に対し計画的に立入調査を実施し、有害物質の取り扱い

について一層注意することや、地下水汚染のおそれがある場合の調査の実施、環境基準を超過し
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た場合の府への速やかな報告及び必要な浄化対策に万全を期すよう指導を行っています。

②地下水の常時監視の実施

地下水の水質の汚染状況を常時監視するため、元年度から水濁法に基づき測定計画を作成し、

国土交通省及び京都市と連携して府内の地下水の水質測定を実施しています。

18年度は、府内14市６町１村の202地点で水質測定を実施しました。

(1) 概況調査

11市４町１村（64地点）において調査した結果、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（３地点 、）

ふっ素（１地点）が環境基準を超過しました。

(2) 汚染井戸周辺地区調査

概況調査で新たに検出等があった地点の周辺（67地点）において調査した結果、砒素（２地

点 、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（４地点 、ふっ素（８地点）が環境基準を超過しました。） ）

(3) 定期モニタリング調査

これまでの調査においていずれかの項目の検出等がみられた13市４町72村（82地点）におい

て汚染の推移を調べるためモニタリング調査をした結果、砒素（３地点 、総水銀（２地点 、） ）

（ ）、 （ ）、 （ ）、テトラクロロエチレン ７地点 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ３地点 ふっ素 ２地点

ほう素（２地点）が環境基準を超過しました。

表３－34 環境基準の達成状況

③地下水の保全対策の実施

城陽市、向日市、長岡京市及び大山崎町では、地下水採取の適正化に関する条例を定め、井戸

、 。の新設・堀替を行う場合は 取水基準に適合するもののみを許可するなどの規制を行っています

また、八幡市及び京田辺市では、地下水保全要綱を制定しています。

環境基準達成地点／調査地点 達　成　率

概 況 調 査 4/64 6.3%

汚染井戸周辺地区調査 14/67 20.9%

定期モニタリング調査 18/72 25.0%
※　定期モニタリング調査の１地点においては、２項目（総水銀・テトラクロロ
　エチレンが環境基準を超過した。


